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第１章 再入国許可申請 

第１節 手続き 

① 手続名

再入国許可申請 

② 手続概要

再入国許可（入管法第 26 条）とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が

国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために出入国在留管理庁長

官が出国に先立って与える許可である（「みなし再入国許可とは」も確認するこ

と。）。 

我が国に在留する外国人が再入国許可（みなし再入国許可を含む。）を受けずに出国し

た場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまうので、再

び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上

で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなる。 

これに対し、再入国許可（みなし再入国許可を含む。）を受けた外国人は、再入国時の

上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除される。 

また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされる。 

再入国許可には、１回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効

のものの２種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、５年間（特

別永住者の方は６年間）を最長として決定される。 

再入国許可を希望する外国人が、有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有

していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許可

書の交付を受けることができる。 

※ みなし再入国許可により出国される外国人の方は、再入国許可を取得する必要はな

い。 

みなし再入国許可とは 

みなし再入国許可（入管法第 26条の 2）とは、我が国に在留資格をもって在留する外国

人で有効な旅券を所持している方のうち、「３月」以下の在留期間を決定された方及び
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「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から１年以内に再入

国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものである。 

また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カードを所持している必要があ

る。 

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から１年間となるが、在留期限が出国の日か

ら１年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなる。 

ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないた

め、通常の再入国許可を取得する必要がある。（出入国管理及び難民認定法施行規則

第29条の4） 

（１） 在留資格取消手続中の者

（２） 出国確認の留保対象者

（３） 収容令書の発付を受けている者

（４） 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者

（５） 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出

入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があ

るとして法務大臣が認定する者 

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券（中長期在留者の方は旅

券及び在留カード）を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による

出国を希望する旨の意図を表明する必要がある。具体的には、再入国出国記録（再入国

ＥＤカード）に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられ

ているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再

入国許可による出国を希望する旨を伝えること。 

なお、有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者の方についても、みなし再

入国許可の対象となる。特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日か

ら２年間である。 

③ 手続根拠
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出入国管理及び難民認定法第２６条 

④ 手続対象者

我が国に在留する外国人で在留期間（在留期間の定めのない者にあっては、我が国に在

留し得る期間）の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人 

⑤ 申請期間

出国する前 

⑥ 申請者（申請書を提出する者）

１， 申請人本人 

２， 申請人本人の法定代理人 

３， 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から

依頼を受けたもの 

（１） 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

（２） 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

（３） 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職

員

（４） 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

（５） 旅行業者

４， 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受

けたもの 

５， 申請人本人が１６歳未満の場合又は疾病（注１）その他の事由により自ら出頭す

ることができない場合（注２）には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者

（注３）で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 

（注１）「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を提出。 
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（注２）理由書（任意様式）等を提出。 

（注３）申請人との関係を証明する資料（住民票等）を提出。 

⑦ 手数料

許可されるときは３，０００円（一回限り）、若しくは６，０００円（数次）が必要。

（収入印紙で納付） 

⑧ 申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 

⑨ 受付時間

原則： 平日午前９時から同１２時、午後１時から同４時 

⑩ 標準処理期間

当日 

⑪ 処分時

上記申請者が受領者となり、収入印紙を貼った手数料納付書を提出し、旅券又は再入国

許可書に証印シールを受ける。 

第２節 オンライン申請 

①オンライン申請

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う

場合に限りオンライン申請可能 
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第３節 必要書類等 

①申請書・必要書類等

１， 再入国許可申請書 

２， 在留カード又は特別永住者証明書を提示 

３， 旅券を提示 

４， 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 

※ 再入国許可を希望する方が有効な旅券を所持していない場合であって、国籍を有

していないため又はその他の事由で旅券を取得することができない場合は、再入国許

可書を交付。 

②Point！

① 再入国許可による上陸拒否の特例（入管法第 5条の 2）を受けるためには、みなし

再入国許可では NGである。

② 日本から出国すると在留資格を喪失するのが入管法の立て付けである。再入国許可

（みなし再入国許可を含む）は、出国して在留資格を喪失しても出国時に付与され

ていた在留資格及び在留期間で日本に入国・上陸出来る効果を生むものとなる。

③ 再入国許可の有効期間は現に有する在留期間の範囲内となる。

④ 日本から出国している場合に、再入国許可の有効期間又はみなし再入国許可の有効

期間が経過した後は、再入国許可又はみなし再入国許可による入国・上陸はできな

い。

⑤ 在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請と同時に再入国許可申請を行う場

合、再入国許可申請書への記載は、申請時の在留カードの情報を記載する。

⑥ 付与された在留期間が３月以内の方の場合で再入国を希望する場合は、みなし再入

国許可は利用できないため、再入国許可をとる必要がある。その場合、再入国許可

申請書の住居地欄には現に住んでいる場所を記載する。ホテルの場合は部屋番号ま

で記載必要となる。

⑦ 再入国許可申請書の １０欄 予定渡航先国名、１１欄 出国予定年月日・港について

は、あくまで予定である。念のため再入国許可をもらっておきたい方は、適切な記

載をすること。
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⑧ 手数料は収入印紙を手数料納付書に貼り付けて納める。在留期間更新許可申請等と

同時に申請した場合、在留期間更新許可等のためとは別に再入国許可のための手数

料納付書を用意する必要がある。

⑨ 再入国許可（みなし再入国許可を含む。）を受けて出国中に旅券若しくは在留カー

ドを紛失した方又は新旅券の発給に伴い旧旅券を回収された方など、日本への再入

国が可能であることを示す資料を所持していない場合、地方出入国在留管理局等で

代理人の方等を通じて書面（再入国許可期限証明願）をもって再入国許可期限の証

明を受けることができる。

なお、代理人の方等とは、本人と同居する親族又は本人から委任を受けたことを証

する書面（委任状）を所持する方をいう。
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第 2 章 資格外活動許可申請 

第 1節 手続き 

① 手続名

資格外活動許可申請 

② 手続概要

就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以

外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おう

とする場合に行う申請である。包括許可と個別許可がある。 

１， 日本に在留する外国人は、入管法別表第１又は第２に定められた在留資格をもっ

て在留することとされている。入管法別表第１に定められた在留資格は、就労や留学

など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため、その行うことができる活動

は、それぞれの在留資格に応じて定められている。したがって、許可された在留資格

に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おう

とする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けていなければならない。 

（注） 平成２２年７月から、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍

する大学又は高等専門学校（第４学年、第５学年及び専攻科に限る。）との契約に基

づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、資格外活動の許可

を受けることを要しないこととなった。 

２， 資格外活動の許可は、証印シール（旅券に貼付）又は資格外活動許可書の交付に

より受けられる。証印シール又は資格外活動許可書には、「新たに許可された活動

内容」が記載されるが、 

(1)雇用主である企業等の名称、所在地及び業務内容等を個別に指定する場合

(2)原則１週に２８時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれて

いないことを条件として企業等の名称、所在地及び業務内容等を指定しない場合 

(3)地方公共団体等において雇用されている「教育」、「技術・人文知識・国際業

務」又は「技能（スポーツインストラクターに限る。）」の在留資格をもって在留す

る外国人が、１週に２８時間以内であること及び地方公共団体等との雇用契約に基づ

いて、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能（スポーツイン

ストラクターに限る。）」に該当する活動を行うことを条件として、勤務先の名称、

所在地及び業務内容等を指定しない場合 
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（（1）の場合を「個別許可」といい、(2)及び(3)の場合を「包括許可」といいま

す。）がある。 

なお、包括許可の場合は、「新たに許可された活動内容」には、以下のとおり記載さ

れる。 

(2)の場合

「出入国管理及び難民認定法施行規則第１９条第５項第１号に規定する活動」 

(3)の場合

「出入国管理及び難民認定法施行規則第１９条第５項第２号に規定する活動」 

また、中長期在留者に対して交付される在留カードの裏面には、資格外活動許可を受

けている場合に、その許可の要旨が記載される。 

３， ２(2)の包括的許可が受けられる場合として、「留学」又は「家族滞在」の在留

資格をもって在留する場合のほか、本邦の大学を卒業し、又は専修学校専門課程にお

いて専門士の称号を取得して同校を卒業した留学生であって、卒業前から行っている

就職活動を継続するための「特定活動」の在留資格をもって在留する者で、同教育機

関からの推薦状に資格外活動許可申請に係る記載がある場合等が挙げられる。 

４， 「留学」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能」の在留資格を

決定されて新しく上陸の許可を受けた場合（「３月」の在留期間が決定された場合を

除く。）には、上陸の許可に引き続き、資格外活動許可の申請を行い、上陸の許可を

受けた出入国港で資格外活動許可を受けることが可能である。（「留学」については

２(2)、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」については２(3)に該当

する申請に限られる。） 

③ 手続根拠

出入国管理及び難民認定法第１９条第２項 

④ 手続対象者

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活

動を行おうとする外国人 

⑤ 申請期間
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現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活

動を行おうとするとき 

⑥ 申請者（申請書を提出する者）

１， 申請人本人 

２， 申請人本人の法定代理人 

３， 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から

依頼を受けたもの 

（１） 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

（２） 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

（３） 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職

員 

（４） 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

４， 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受

けたもの 

⑦ 手数料

手数料なし 

⑧ 申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 

⑨ 受付時間

原則： 平日午前９時から同１２時、午後１時から同４時 

⑩ 標準処理期間

２週間～２か月（包括許可の場合当日のことも有り） 

⑪ 処分時
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入管からの結果通知はがきを受領後、上記申請者が受領者となり入管の窓口へ出向き、

資格外活動許可書の交付又は旅券に証印シールを受けます。 

第２節 オンライン申請 

①オンライン申請

在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う

場合に限りオンライン申請可能 

第３節 必要書類等 

①申請書・必要書類（包括許可 １週について２８時間以内で稼働する場合）

１， 資格外活動許可申請書 

２， 在留カードを提示 

３， 旅券を提示 

②申請書・必要書類（個別許可 包括許可の範囲外の活動に従事する場合）

●「家族滞在」の場合

以下の要件のいずれにも適合すると認められる場合、活動を行う本邦の公私の機関の

名称及び業務内容その他必要な事項を定めて個々に許可される。 

１， 資格外活動許可の要件（一般原則：「一般原則とは」もご覧ください。）の各要件

に適合していること。 

２， 当該活動に従事する期間が、決定されている在留資格に係る在留期間の過半を超

えないこと。 

（注）活動内容、契約内容からみて、在留目的が実質的に変更されていると判断され

る場合は、在留資格変更許可の手続をとることが必要となる。 

【必要書類】 

 資格外活動許可申請書

 活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書（任意様式）

●「留学」の場合
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次の１，か２，のいずれかに該当する場合、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業

務内容、その他必要な事項を定めて個々に許可さる。 

なお、原則として、資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要が

ある。 

１， 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合 

【対象となる方】 

（１） 在留資格「留学」をもって大学（短期大学を除く。）に在籍し、インター

ンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位を

ほぼ修得している方 

※ 卒業に必要な単位のうち、９割以上の単位を取得した大学４年生が想

定される。 

（２） 在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度

末で修業年度を終える方 

※ 修士２年生又は博士３年生が想定される。

（注）上記に該当しない場合であっても、単位を取得するために必要な実習

等、専攻科目と密接な関係がある場合等には、１週について２８時間を超える

資格外活動許可を受けることができる 

【必要書類】 

 資格外活動許可申請書

 活動予定機関が作成した資格外活動について証明する文書、または、活動予定機

関との契約書（具体的な活動内容、活動期間及び活動時間、活動場所並びに報酬

等の待遇が記載されているもの）

 大学生・大学院生の方は、在学する大学からの在学証明書

 大学生の方は、卒業に必要な単位数及びその修得状況が確認できる文書（成績証

明書等）

２， 次のいずれかに該当する場合 

（１） 申請に係る活動が語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係に

ある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある

職種であること。 

（２） 本邦での起業を目的とした準備活動であること。

【必要書類】 
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 申請書

 活動内容や活動時間、報酬等について説明する文書（任意様式）

●継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の場合

次の１，か２，のいずれかに該当する場合、活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業

務内容その他必要な事項を定めて個々に許可される。 

なお、資格外活動許可の要件（一般原則）のいずれにも適合している必要がある。 

１， 就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合 

【対象となる方】 

（１） 在留資格「特定活動」をもって在留する就職活動を行っている方（短期大

学を卒業した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。） 

（２） 在留資格「特定活動」をもって在留する就職内定者の方（短期大学を卒業

した方及び専修学校の専門課程を修了した方を含む。） 

（注）専修学校の専門課程を修了した方については、専攻した科目との関連性

が認められる活動に限る。 

【必要書類】 

 申請書

 活動予定機関が作成した資格外活動として行う活動内容（職場体験を目的とする

活動等、抽象的な内容ではなく、雇用契約書等において、行おうとする具体的な

活動が記載されたもの）、活動期間及び活動時間、活動場所並びに報酬等の待遇

を証する文書

 専修学校の専門課程を修了した方は、専修学校からの成績証明書

２， 教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合 

教育機関による推薦状から資格外活動許可が消去されている場合は、資格外活動の個

別許可が必要。 

【必要書類】 

 申請書

 活動内容や活動時間、報酬について説明する文書（任意様式）
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●その他の在留資格の場合

活動を行う本邦の公私の機関の名称及び業務内容、その他必要な事項を定めて個々に許

可される。 

なお、原則として、資格外活動許可の要件の一般原則のいずれにも適合している必要が

ある。 

【必要書類】 

 申請書

 活動内容や活動時間、報酬について説明する文書（任意様式）

一般原則とは 

資格外活動許可の要件（一般原則） 

以下の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められ、許可され

る。 

１，  申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動

の遂行が妨げられるものでないこと。 

２， 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。 

３， 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動

（「特定技能」及び「技能実習」を除く。）に該当すること。（注）下記２（１）の

包括許可については当該要件は求められません。 

４， 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。 

ア 法令（刑事・民事を問わない）に違反すると認められる活動

イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活

動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営

業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動 

５， 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。 

６， 素行が不良ではないこと。 

７， 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者につ

いては、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。 

③Point！

① 資格外活動許可の要件（一般原則）の２，「現に有する在留資格に係る活動を行ってい

ること。」という要件があることから、「留学」の在留資格を付与されている者が卒業

した場合、たとえ在留期間が残っていたとしても、資格外活動は行えないこととなる。 

② 包括許可（１週につき２８時間以内、企業・業務を指定しない。風俗営業は不可）は、

次の外国人に許可される。
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・「留学」の在留資格である者

・「家族滞在」の在留資格である者

・継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格

である者 

・「家族滞在」以外の在留資格を持って在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子

として行う日常的は活動を行う者 

③ 「１週について２８時間以内」とは、どの曜日から１週間を起算した場合でも常に１週

について２８時間以内であることをいう。

④ 個人事業主等として活動する場合等、客観的に稼働時間を確認することが困難である活

動に従事する場合は資格外活動の個別許可が必要となる。

（注）雇用契約書等により従事しようとする時間が明確である管理者等としての活動

のほか、個人事業主として配達等の依頼を受注し、成果に応じた報酬を得る活動を行

う場合についても、稼働時間を客観的に確認することができるものについては、上記

１の包括許可のみで就労可能。

（注）資格外活動として事業を運営する活動に従事する場合は、単独で比較的小規模

な事業の運営を行う場合等を想定しているものであり、新たに法人を設立する場合や

従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合等は、その形態から「経営・管

理」の在留資格への変更が必要となる。

【必要書類】 

 申請書

 当該事業の運営に係る計画について説明する文書（任意様式）

⑤ 業務委託契約や請負契約等を結んで稼働する場合

業務委託契約や請負契約等により、標準的に従事することとなる労働時間が明確でな

い場合、資格外活動の個別許可が必要となる。

（注）当該契約について標準的に従事することとなる労働時間が明確である場合は、

上記１の資格外活動の包括許可のみで就労可能。 

【必要書類】 

 申請書

 当該契約内容について説明する文書（任意様式）

⑥ 在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請と同時に資格外活動許可申請を行う

場合、資格外活動許可申請書への記載は、申請時の在留カードの情報を記載する。
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第３章 在留資格取得許可申請

第１節 手続き 

① 手続名

在留資格取得許可申請 

② 手続概要

在留資格の取得とは、日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の

手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引

き続き６０日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可であ

る。 

我が国の在留資格制度は、すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設け

られたもので、日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受

けることなく我が国に在留することとなる外国人も、在留資格を持って我が国に在留す

る必要がある。 

しかしながら、これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し、その事

由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの

事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合

もある。そこで、これらの事由の生じた日から６０日までは引き続き在留資格を有する

ことなく我が国に在留することを認めるとともに、６０日を超えて在留しようとする場

合には、当該事由の生じた日から３０日以内に在留資格の取得を申請しなければならな

い。 

在留資格の取得を行おうとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣

に対し在留資格の取得許可申請をしなければならない。 

③ 手続根拠

出入国管理及び難民認定法第２２条の２及び第２２条の３ 

④ 手続対象者
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日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に

在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から６０日間を超えて本邦に滞在

しようとする方 

⑤ 申請期間

資格の取得の事由が生じた日から３０日以内 

⑥ 申請者（申請書を提出する者）

１， 申請人本人 

２， 申請人本人の法定代理人 

３， 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から

依頼を受けたもの 

（１） 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

（２） 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

（３） 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職

員 

（４） 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

４， 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受

けたもの 

５， 申請人本人が１６歳未満の場合又は疾病（注１）その他の事由により自ら出頭す

ることができない場合（注２）には、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者（注

３）（注４）で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 

（注１）「疾病」の場合、疎明資料として診断書等を提出。 

（注２）理由書（任意様式）等を提出。 

（注３）申請人との関係を証明する資料（住民票等）を提出。 

⑦ 手数料

手数料なし 

⑧ 申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 
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⑨ 受付時間

原則： 平日午前９時から同１２時、午後１時から同４時 

⑩ 標準処理期間

在留資格の取得の事由が生じた日から６０日以内 

※ 即日処理となることもある。

⑪ 処分時

入管からの結果通知はがきを受領後、上記申請者が受領者となり入管の窓口へ出向き、

在留カードを受ける。 

第２節 オンライン申請 

①オンライン申請

オンライン申請可能

第３節 必要書類等 

①申請書・必要書類等

１. 在留資格取得許可申請書

２. 顔写真 ３ｃｍ×４ｃｍ（１６歳未満の方は、写真の提出は不要となる。また、中長

期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ない。）

３. その他、日本での活動内容（取得を希望する在留資格）に応じた申請書・資料を提出

する。詳細は出入国在留管理局のホームページで確認する。在留資格変更許可申請に

準じた書類が必要となる。

（結果通知用のはがきが必要となるが、通常は申請窓口で用意されている。）

（例－１）「技術・人文知識・国際業務」の子として出生した場合（「家族滞在」を取

得） 

① 在留資格取得許可申請書
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② 出生届受理証明書

③ 住民票写し

④ 旅券 または　旅券未取得理由書

⑤ 質問書（入管様式）

⑥ 扶養者（父又は母）の在留カードの写し

⑦ 扶養者（父又は母）の旅券の写し

⑧ 扶養者（父又は母）の在職証明書

⑨ 扶養者（父又は母）の住民税課税証明書及び住民税納税証明
書

（例－２）以前日本国籍であったが、米国に帰化したことにより、日本国籍を喪失した

日米地位協定対象者の方が日米地位協定対象者で無くなった場合。在留する申請人の娘

（米国籍）の夫（日本国籍）が扶養者（身元保証人）。（「日本人の配偶者等」を取

得） 

① 在留資格取得許可申請書

② 説明書

③ 旅券 写し

④ 日米地位協定離脱の証明書

⑤ （日本）国籍喪失届受理証明書

⑥ 戸籍事項全部証明書

⑦ 帰化許可証明書（米国） 写し

⑧ 申請人の娘の出生証明書 写し

⑨ 身元保証書（娘の夫）

⑩ 身元保証人の住民票写し

⑪ 身元保証人の戸籍事項全部証明書

⑫ 身元保証人の直近の住民税納税証明書・住民税課税証明書

⑬ 身元保証人の在職証明書

② Point！

① 日本で出生した場合、親の在留資格によって取得できる在留資格が決まる。

② 「永住者」の子として出生したときは、在留資格取得許可申請により「永住者」の在

留資格を取得できる場合がある。「永住者」の子として出生した場合でも、出生から

３０日を過ぎて在留資格取得許可申請をした場合や親等の在留状況が悪いときには、

「永住者の配偶者等」の在留資格が付与される場合がある。

③ 日米地位協定対象者で滞在していた方が、日米地位協定対象者では無くなった後も日

本での滞在を継続する場合は、日米地位協定対象者で無くなってから３０日以内に在

留資格取得許可申請をする必要がある。ただし、この場合、活動内容に資格該当性が

あること、活動内容によっては基準省令に適合していることが求められる。
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第 4 章 就労資格証明書交付申請 

第 1 節 手続き 

① 手続名

就労資格証明書交付申請 

② 手続概要

就労資格証明書（入管法第 19条の２）とは、我が国に在留する外国人からの申請に基づ

き、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

（以下「就労活動」といいます。）を法務大臣が証明する文書である。 

外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かに

ついてあらかじめ確認したいと思うし、他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズ

に行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにす

る手段があれば便利となる。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼

付（又は押印された）上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者

については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確

認することによっても判断することができる。 

しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載

されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もある。そ

こで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合に

は、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付するこ

とができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができ

るのか容易に確認できることとなっている。 

ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は

資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国

人が就労活動を行うための許可書ではないし、これがなければ外国人が就労活動を行う

ことができないというものでもない。 

なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをし

てはならない旨が入管法第１９条の２第２項に規定されている。 

③ 手続根拠

出入国管理及び難民認定法第１９条の２ 
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④ 手続対象者

就労することが認められている外国人 

⑤ 申請期間

就労資格証明書の交付を受けようとするとき 

⑥ 申請者（申請書を提出する者）

１， 申請人本人 

２， 申請人本人の法定代理人 

３， 地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から

依頼を受けたもの 

（１） 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

（２） 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

（３） 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体の職

員 

（４） 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

４， 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を受

けたもの 

⑦ 手数料

交付を受けるときは１、２００円が必要。（収入印紙で納付） 

⑧ 申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 

⑨ 受付時間

原則： 平日午前９時から同１２時、午後１時から同４時 

⑩ 標準処理期間
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当日（勤務先を変えた場合などは１か月～３か月） 

⑪ 処分時

入管からの結果通知はがきを受領後、上記申請者が受領者となり入管の窓口へ出向き、

収入印紙を貼った手数料納付書を提出し、就労資格証明書の交付を受ける。 

第 2 節 オンライン申請 

①オンライン申請

オンライン申請可能

第 3節 必要書類等 

①申請書・必要書類等

１， 就労資格証明書交付申請書 

２， 資格外活動許可証を提示（同許可証の交付を受けている者に限る） 

３， 在留カード又は特別永住者証明書を提示 

４， 旅券を提示 

５， 旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書 

６， その他必要書類（入管法別表第１の在留資格に該当する方は在留資格変更許可申

請に準じた書類が必要となります。入管法別表第２の在留資格に該当する方は必要あ

りません。） 

（結果通知用のはがきが必要となりますが、通常は申請窓口で用意されています） 

（例） 基準適合性に専門士の要件を選択した「技術・人文知識・国際業務」の方が転

職する場合 

① 就労資格証明書交付申請書

② 旅券 写し

③ 在留カード 写し

④ 住民票写し

⑤ 転職先所属機関登記事項証明書

⑥ 転職先所属機関ホームページ 写し

⑦ 各種営業許可証 写し

⑧ 業務内容説明書

⑨ 組織図
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⑩ 従業員リスト

⑪ 決算書

⑫ 事務所平面図（申請人のデスク記載）

⑬ 事務所写真（申請人のデスク含む）

⑭ 労働条件通知書

⑮ 卒業証明書

⑯ 成績証明書

⑰ 前職退職証明書

②Point！

① 転職の案件で、地方出入国在留管理官署により、前職退職前には申請できない場合（希

望する交付を得られない場合）がある。東京出入国在留管理局では前職退職前に申請

が可能。

② 資格該当性の審査と、基準適合性を要する活動の場合には基準省令適合性を審査され

る。

③ 就労資格証明書の交付を受けることで、会社側と外国人労働者側双方が、不法就労に

該当しないことを確認できる。

④ 次回の在留期間更新許可申請に就労資格証明書を提示することで迅速な審査が期待で

きる。

⑤ 建設現場内で稼働する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格である外国人につき、

元請けから就労資格証明書の提示を求められることが、近年増えてきている。

⑥ 業務内容説明書や理由書等で申請人の活動に資格該当性があることを明確に説明する

必要がある。

⑦ 就労資格証明書の交付を受けて転職した場合でも、所属機関等の届出が必要となる。
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第 5 章 申請書 

第 1 節 再入国許可申請 
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第 2節 資格外活動許可申請書 
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第 3節 在留資格取得許可申請（家族滞在）
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第 4節 就労資格証明書交付申請 
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第 6 章 報酬統計表 

以上 
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